
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号

加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第

三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
た
だ
し
書
並
び
に
第
二
十
三

条
第
一
項
並
び
に
畜
産
物
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項

及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
加
工
原
料
乳
に
係
る
そ
の
他
の
乳
製
品
）

第
一
条
　
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
乳
製
品
は
、
バ
タ
ー
、
脱
脂
粉
乳
、
全
脂
加
糖
れ
ん
乳
及
び
脱
脂
加
糖
れ
ん
乳
で
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
規
格
に
適
合
し
な
い

も
の
並
び
に
全
粉
乳
、
加
糖
粉
乳
、
全
脂
無
糖
れ
ん
乳
（
缶
に
密
封
し
、
か
つ
、
滅
菌
し
た
も
の
に
限
る
。
）
、
脱

脂
乳
（
子
牛
の
飼
養
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
取
引
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
、
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
、
ク
リ
ー
ム
、
濃
縮
乳
及
び
脱
脂
濃
縮
乳
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
の
輸
入
等
に
係
る
そ
の
他
の
乳
製
品
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
乳
製
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
指
定
乳
製
品
以
外

の
も
の
と
す
る
。

一
　
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
第
〇
四
・
〇
二
項
に
掲
げ
る
も
の
（
第
〇
四
〇

二
・
九
一
号
又
は
第
〇
四
〇
二
・
九
九
号
の
一
の
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
関
税
定
率
法
別
表
第
〇
四
〇
三
・
九
〇
号
の
一
に
掲
げ
る
も
の
（
バ
タ
ー
ミ
ル
ク
パ
ウ
ダ
ー
そ
の
他
の
固
形

状
の
も
の
に
限
る
。
）

三
　
関
税
定
率
法
別
表
第
〇
四
〇
四
・
一
〇
号
の
一
に
掲
げ
る
も
の

四
　
関
税
定
率
法
別
表
第
〇
四
・
〇
五
項
に
掲
げ
る
も
の

（
指
定
の
解
除
）

第
三
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
は
、
当
該
指
定
の
解
除
の
理
由
及
び
そ
の
解
除
の
効
力
が

生
ず
べ
き
日
を
示
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
日
の
三
月
前
に
、
書
面
で
通
知
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
生
産
者
補
給
交
付
金
の
金
額
の
算
定
の
単
位
と
な
る
期
間
）

第
四
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
毎
年
、
四
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
、
七
月
一
日

か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
、
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
各
期
間
（
以
下
「
四
半
期
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
加
工
原
料
乳
の
数
量
の
認
定
）

第
五
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
四
半
期
ご
と
及
び
そ
の
指
定
に
係
る
指
定
生
乳
生
産
者
団
体

（
法
第
五
条
の
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
当
該
四
半
期
の
各
月
に
つ
き
第
三
項
、

第
五
項
、
第
七
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
加
工
原
料
乳
の
数
量
を
合
計
し
た
数
量
を
、
法
第
十
一

条
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
が
認
定
す
る
数
量
と
し
て
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
各
月
に
一
の
乳
業
工
場
（
生
乳
を
処
理
し
て
飲
用
牛
乳
と
す
る
事
業
又
は
乳
製
品
を
製
造

す
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
乳
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
工
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
搬
入

さ
れ
た
生
乳
（
法
第
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
部
分
に
も
、
そ
の
月
に
当
該
乳
業
工
場
に
生
乳
を
搬
入
し
た
者
（
当
該

乳
業
工
場
に
他
の
乳
業
工
場
か
ら
生
乳
が
搬
入
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
乳
業
工
場
を
含
む
。
）
ご
と
の

そ
の
搬
入
に
係
る
生
乳
が
そ
の
数
量
の
相
互
の
割
合
に
応
じ
て
含
ま
れ
る
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
各
月
に
一
の

乳
業
工
場
に
搬
入
さ
れ
た
生
乳
（
当
該
乳
業
工
場
か
ら
他
の
乳
業
工
場
へ
搬
出
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち

委
託
に
よ
る
特
定
乳
製
品
（
指
定
乳
製
品
及
び
第
一
条
に
規
定
す
る
乳
製
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
の

た
め
に
当
該
乳
業
工
場
に
搬
入
さ
れ
た
も
の
（
当
該
乳
業
工
場
及
び
他
の
乳
業
工
場
が
同
一
の
乳
業
者
の
乳
業
工

場
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
乳
業
工
場
に
当
該
他
の
乳
業
工
場
か
ら
搬
入
さ
れ
た
生
乳
で
明
ら
か
に
特
定
乳

製
品
の
製
造
の
た
め
に
搬
入
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
当
該
特
定
乳
製
品
に
係
る
加
工
原
料
乳

と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
製
造
受
託
生
乳
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
部
分
に
も
、

加
工
原
料
乳
が
、
そ
の
月
に
当
該
乳
業
工
場
に
お
い
て
処
理
さ
れ
又
は
加
工
さ
れ
た
生
乳
（
製
造
受
託
生
乳
を
除

く
。
）
の
数
量
に
対
す
る
当
該
生
乳
の
う
ち
の
加
工
原
料
乳
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
数
量
の
割
合
に
応
じ
て
含
ま

れ
る
も
の
と
み
な
し
、
さ
ら
に
、
各
月
に
一
の
乳
業
工
場
か
ら
他
の
乳
業
工
場
へ
生
乳
が
搬
出
さ
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
乳
業
工
場
に
搬
入
さ
れ
た
生
乳
の
う
ち
他
の
乳
業
工
場
か
ら
搬
入
さ
れ
た
も
の
以
外
の
も
の
が
ま
ず
搬

出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
毎
月
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
乳
業
工
場
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
数
量
を
算

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
数
量
の
う
ち
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
農

林
水
産
大
臣
の
指
定
に
係
る
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
（
法
第
五
条
の
生
乳
受
託
販
売
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
加
工
原
料
乳
の
数
量
を
算
出
し
た
と
き
は
そ
の
数
量
を
当
該
他
の
都
道
府
県
知
事

又
は
農
林
水
産
大
臣
に
、
第
二
号
に
掲
げ
る
数
量
の
う
ち
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
乳
業
工
場
に
係
る
加
工
原

料
乳
の
数
量
を
算
出
し
た
と
き
は
そ
の
数
量
を
当
該
他
の
都
道
府
県
の
知
事
に
、
遅
滞
な
く
、
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
月
に
当
該
乳
業
工
場
に
搬
入
さ
れ
た
生
乳
（
他
の
乳
業
工
場
か
ら
搬
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
指

定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
も
の
（
当
該
乳
業
工
場
か
ら
他
の
乳
業
工
場
へ
売
買
に

よ
り
搬
出
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
ご
と
の
加
工
原
料
乳
の
数
量

二
　
そ
の
月
に
当
該
乳
業
工
場
に
他
の
乳
業
工
場
か
ら
売
買
に
よ
ら
ず
搬
入
さ
れ
た
生
乳
に
つ
い
て
の
当
該
他
の

乳
業
工
場
ご
と
の
加
工
原
料
乳
の
数
量

３
　
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
月
、
そ
の
指
定
に
係
る
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
ご
と
に
、
前
項
第

一
号
に
掲
げ
る
数
量
の
う
ち
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
加
工
原
料
乳
の
数
量

の
合
計
数
量
に
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売

に
係
る
加
工
原
料
乳
の
数
量
の
合
計
数
量
を
加
え
、
そ
の
加
え
て
得
た
数
量
を
も
つ
て
そ
の
月
に
当
該
指
定
生
乳

生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
加
工
原
料
乳
の
数
量
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
各
月
に
そ
の
指
定
に
係
る
一
の
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生

乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
他
の
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
の
委
託
を
受
け
て
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係

る
も
の
（
以
下
「
再
受
託
生
乳
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
指
定
生
乳
生
産
者
団
体

に
係
る
再
受
託
生
乳
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
部
分
に
も
、
加
工
原
料
乳
が
、
そ
の
月
に
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団

体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
（
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
他
の
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
に
委
託

を
し
て
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
も
の
（
以
下
「
再
委
託
生
乳
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
数
量
に
対
す
る

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
に
係
る
加
工
原
料
乳
の
数
量
の
割
合
に
応
じ
て
含
ま

れ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
毎
月
、
当
該
他
の
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
ご
と
に
、
そ
の
委
託
に
係
る
再
受
託
生
乳
の

う
ち
の
加
工
原
料
乳
の
数
量
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林

水
産
大
臣
は
、
そ
の
指
定
に
係
る
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
以
外
の
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
地
域
外
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
」
と
い
う
。
）
に
係
る
再
受
託
生
乳
の
う
ち
の
加
工
原
料
乳
の
数
量
を
算
出

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
数
量
を
当
該
地
域
外
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
を
指
定
し
た
都
道
府
県
知
事
又
は

農
林
水
産
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
月
、
そ
の
月
に
そ
の
指
定
に
係
る
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ

た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
再
受
託
生
乳
又
は
再
委
託
生
乳
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
指

定
生
乳
生
産
者
団
体
ご
と
に
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
加
工
原
料
乳
の
数
量
か
ら
当
該
指
定
生
乳
生
産

者
団
体
に
つ
き
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
再
受
託
生
乳
の
う
ち
の
加
工
原
料
乳
の
数
量
の
合
計
数
量
を

控
除
し
、
及
び
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
に
つ
き
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
又
は
同
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
通
知
を
受
け
た
再
委
託
生
乳
の
う
ち
の
加
工
原
料
乳
の
数
量
の
合
計
数
量
を
加
え
、
そ
の
控
除
し
及
び
加
え

て
得
た
数
量
を
も
つ
て
そ
の
月
に
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
で
再
受
託

生
乳
以
外
の
も
の
の
う
ち
の
加
工
原
料
乳
の
数
量
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
各
月
に
そ
の
指
定
に
係
る
一
の
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生

乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
の
指
定
に
係
る
地
域
以
外
の
地
域
に
お
け
る
生

産
に
係
る
も
の
で
再
受
託
生
乳
以
外
の
も
の
（
以
下
「
地
域
外
生
産
生
乳
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
は
、
当
該
地
域
外
生
産
生
乳
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
部
分
に
も
、
加
工
原
料
乳
が
、
そ
の
月
に
当
該
指
定
生
乳

1



生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
（
当
該
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
再
受
託
生
乳

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
再
受
託
生
乳
を
除
く
。
）
の
数
量
に
対
す
る
第
三
項
（
当
該
生
乳
受

託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
再
受
託
生
乳
又
は
再
委
託
生
乳
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
）
の

規
定
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
に
係
る
加
工
原
料
乳
の
数
量
の
割
合
に
応
じ
て
含
ま
れ
る
も

の
と
み
な
し
て
、
毎
月
、
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
ご
と
に
、
そ
の
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
で
地

域
外
生
産
生
乳
で
あ
る
も
の
の
う
ち
の
加
工
原
料
乳
の
数
量
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
月
、
そ
の
月
に
そ
の
指
定
に
係
る
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ

た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
地
域
外
生
産
生
乳
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
生
乳
生
産

者
団
体
ご
と
に
、
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
に
つ
き
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
加
工
原
料
乳
の
数
量

（
そ
の
月
に
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
再
受
託
生
乳
又
は
再

委
託
生
乳
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
加
工
原
料
乳
の
数
量
）
か
ら

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
加
工
原
料
乳
の
数
量
を
控
除
し
、
そ
の
控
除
し
て
得
た
数
量
を
も
つ
て
そ
の
月
に

当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
で
地
域
外
生
産
生
乳
（
当
該
生
乳
受
託
販
売

に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
再
受
託
生
乳
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
再
受
託
生
乳
及
び
地
域
外
生
産
生

乳
）
以
外
の
も
の
の
う
ち
の
加
工
原
料
乳
の
数
量
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
各
月
に
そ
の
指
定
に
係
る
一
の
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生

乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
生
産
者
積
立
金
契
約
（
法
第
五
条
の
生
産
者
積
立
金
契
約
を
い
う
。
第
十
五

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
た
生
産
者
以
外
の
生
産
者
の
生
産
に
係
る
も
の
で
再
受
託

生
乳
及
び
地
域
外
生
産
生
乳
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
積
立
金
契
約
外
生
産
生
乳
」
と

い
う
。
）
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
積
立
金
契
約
外
生
産
生
乳
に
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
部
分
に
も
、
加

工
原
料
乳
が
、
そ
の
月
に
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
（
当
該
生
乳
受
託

販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
再
受
託
生
乳
又
は
地
域
外
生
産
生
乳
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
再
受
託

生
乳
等
」
と
総
称
す
る
。
）
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
再
受
託
生
乳
等
を
除
く
。
）
の
数
量

に
対
す
る
第
三
項
（
当
該
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
、
再
受
託
生
乳
若
し
く
は
再
委
託
生
乳
が
あ
る

場
合
で
あ
つ
て
地
域
外
生
産
生
乳
が
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
地
域
外
生
産
生
乳
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
五
項
又
は
前
項
）
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
に
係
る
加
工
原
料

乳
の
数
量
の
割
合
に
応
じ
て
含
ま
れ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
毎
月
、
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
ご
と
に
、
そ
の

行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
で
積
立
金
契
約
外
生
産
生
乳
で
あ
る
も
の
の
う
ち
の
加
工
原
料
乳
の
数
量
を

算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
月
、
そ
の
月
に
そ
の
指
定
に
係
る
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ

た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
積
立
金
契
約
外
生
産
生
乳
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
生

乳
生
産
者
団
体
ご
と
に
、
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
に
つ
き
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
加
工
原
料
乳
の

数
量
（
そ
の
月
に
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
、
再
受
託
生
乳

若
し
く
は
再
委
託
生
乳
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
地
域
外
生
産
生
乳
が
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
地
域
外
生
産
生
乳

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
五
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
加
工
原
料
乳
の

数
量
）
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
加
工
原
料
乳
の
数
量
を
控
除
し
、
そ
の
控
除
し
て
得
た
数
量
を
も
つ

て
そ
の
月
に
当
該
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が
行
つ
た
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
で
積
立
金
契
約
外
生
産
生
乳

（
当
該
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
う
ち
に
再
受
託
生
乳
等
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
再
受

託
生
乳
等
及
び
積
立
金
契
約
外
生
産
生
乳
）
以
外
の
も
の
の
う
ち
の
加
工
原
料
乳
の
数
量
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
同
一
乳
業
者
の
二
以
上
の
乳
業
工
場
に
係
る
加
工
原
料
乳
の
数
量
の
算
出
方
法
等
の
特
例
）

第
六
条
　
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
一
又
は
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
す
る
地
域
内
に
同
一
の
乳
業
者

が
二
以
上
の
乳
業
工
場
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
二
以
上
の
乳
業
工

場
を
一
の
乳
業
工
場
と
み
な
し
、
か
つ
、
そ
の
一
と
み
な
さ
れ
た
乳
業
工
場
は
指
定
乳
業
工
場
（
当
該
二
以
上
の

乳
業
工
場
の
中
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
一
の
乳
業
工
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
所
在
す
る
都
道
府

県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上

の
乳
業
工
場
の
う
ち
指
定
乳
業
工
場
以
外
の
も
の
（
以
下
「
一
般
乳
業
工
場
」
と
い
う
。
）
が
所
在
す
る
都
道
府

県
の
知
事
は
、
各
月
に
当
該
一
般
乳
業
工
場
に
生
乳
を
搬
入
し
た
者
（
当
該
一
般
乳
業
工
場
に
他
の
乳
業
工
場
か

ら
生
乳
が
搬
入
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
乳
業
工
場
を
含
む
。
）
ご
と
の
そ
の
搬
入
に
係
る
生
乳
の
数
量

並
び
に
当
該
各
生
乳
の
う
ち
の
製
造
受
託
生
乳
及
び
他
の
乳
業
工
場
か
ら
売
買
に
よ
り
搬
入
さ
れ
た
も
の
の
数

量
、
各
月
に
当
該
一
般
乳
業
工
場
か
ら
生
乳
が
搬
出
さ
れ
た
他
の
乳
業
工
場
ご
と
の
そ
の
搬
出
に
係
る
生
乳
の
数

量
並
び
に
各
月
に
当
該
一
般
乳
業
工
場
に
お
い
て
処
理
さ
れ
又
は
加
工
さ
れ
た
生
乳
の
数
量
及
び
当
該
生
乳
の
う

ち
の
加
工
原
料
乳
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
数
量
を
指
定
乳
業
工
場
が
所
在
す
る
都
道
府
県
の
知
事
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
へ
の
売
渡
し
を
要
し
な
い
場
合
）

第
七
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
指
定
乳
製
品
等
（
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
指
定
乳
製
品
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
関
税
定
率
法
第

十
四
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る

合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
十
二
号
）
第
六
条
（
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
所

得
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
関
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
を
輸
入
す
る
と
き
。

二
　
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
定

率
法
第
九
条
の
二
又
は
関
税
暫
定
措
置
法
第
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
当
て
を
受
け
て
指
定
乳
製
品

等
を
輸
入
す
る
と
き
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三
　
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
第
二
章
附
属
書
二―

Ｄ
の
日
本
国
の
関
税
率
表
に
つ
い
て
の
一
般
的
注

釈
４
（
ａ
）
、
（
ｈ
）
、
（
ｉ
）
、
（
ｄ
ｄ
）
、
（
ｅ
ｅ
）
、
（
ｇ
ｇ
）
又
は
（
ｈ
ｈ
）
の
規
定
に
よ
り
関
税
の
譲
許
の
便

益
の
適
用
を
受
け
て
指
定
乳
製
品
等
を
輸
入
す
る
と
き
。

（
政
令
で
定
め
る
用
途
）

第
八
条
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
乳
製
品
等
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途
と
す
る
。

全
て
の
指
定
乳

製
品
等

国
際
的
な
規
模
で
開
催
さ
れ
る
見
本
市
（
博
覧
会
、
共
進
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む

。
）
に
お
け
る
販
売

バ
タ
ー
及
び
バ

タ
ー
オ
イ
ル
並

び
に
脱
脂
粉
乳

沖
縄
県
の
区
域
内
に
お
け
る
還
元
乳
の
製
造

沖
縄
県
の
区
域
内
の
乳
児
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
者
の
飲
用
に
供
す
る
た
め
の
調

製
粉
乳
の
製
造

バ
タ
ー
及
び
バ

タ
ー
オ
イ
ル

本
邦
と
外
国
と
の
間
を
往
来
す
る
航
空
機
用

脱
脂
粉
乳

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
、
義
務
教
育
学
校
、
夜
間

に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
を
置
く
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く

は
特
別
支
援
学
校
の
幼
児
、
児
童
若
し
く
は
生
徒
、
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年

政
令
第
六
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
施
設
の
児
童
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三

第
九
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
保
育
を
受
け
る
児
童
の
給
食
用

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
四
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
配
合
飼
料
の
製
造

ホ
エ
イ
及
び
調

製
ホ
エ
イ

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
一
条
に
規
定
す
る
配
合
飼
料
の
製
造

調
製
ホ
エ
イ

乳
児
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
者
の
飲
用
に
供
す
る
た
め
の
調
製
粉
乳
の
製
造

（
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
の
承
諾
）

第
九
条
　
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
申
込
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
（
法
第
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
提
供
さ

せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
そ
の
旨
を
当
該
申
込
書
を
提
出
し
た
者
に
通
知
し
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知

に
係
る
担
保
の
提
供
が
あ
つ
た
後
遅
滞
な
く
）
、
当
該
申
込
み
に
対
し
承
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
担
保
の
提
供
）

第
十
条
　
法
第
十
四
条
の
三
第
三
項
（
法
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
担
保
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
銭

二
　
国
債
及
び
地
方
債

三
　
機
構
が
指
定
す
る
社
債
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
が
発
行
す
る
債
券
を
含
む
。
）

四
　
機
構
が
確
実
と
認
め
る
保
証
人
の
保
証

２
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
担
保
の
価
額
は
、
機
構
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
一
般
競
争
入
札
等
の
方
法
に
よ
る
売
渡
し
に
係
る
売
渡
予
定
価
格
）

第
十
一
条
　
機
構
は
、
法
第
十
六
条
本
文
及
び
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

売
渡
し
に
係
る
指
定
乳
製
品
等
に
つ
い
て
、
売
渡
予
定
価
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
売
渡
予
定
価
格
は
、
法
第
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
売
り
渡
さ
れ
る
指
定
乳
製
品
に

あ
つ
て
は
そ
の
品
質
、
受
渡
場
所
、
保
管
期
間
、
保
管
費
用
、
需
給
事
情
及
び
時
価
並
び
に
物
価
そ
の
他
の
経
済

事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
指
定
乳
製
品
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
品
質
、
受
渡
場
所
、
保
管
期

間
、
保
管
費
用
及
び
買
入
価
格
、
指
定
乳
製
品
の
需
給
事
情
及
び
時
価
並
び
に
物
価
そ
の
他
の
経
済
事
情
を
勘
案

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
　
削
除

（
特
別
売
渡
し
に
係
る
売
渡
予
定
価
格
）

第
十
三
条
　
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
に
係
る
売
渡
予
定
価
格
は
、
時
価
を
下
ら
な
い
よ
う
に
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
乳
製
品
等
を
整
理
の
た
め
そ
の
他
特
別
の
必
要
が
あ
る
た
め
農
林
水
産
大
臣
が

財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
売
り
渡
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
助
成
勘
定
へ
の
繰
入
金
の
限
度
額
の
算
定
に
係
る
割
合
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
条
の
三
の
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
八
十
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
十
五
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特
定
乳
製
品
の
生
産
者
及
び

特
定
乳
製
品
の
販
売
業
者
に
対
し
て
は
、
牛
乳
及
び
乳
製
品
の
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
限
る
。

特
定
乳
製
品
の
生
産
者

生
乳
の
搬
出
入
数
量
そ
の
他
生
乳
の
搬
出
入
に
関
す
る
事
項

生
乳
の
買
入
価
格
そ
の
他
生
乳
の
取
引
に
関
す
る
事
項

生
乳
の
処
理
及
び
加
工
の
数
量
並
び
に
飲
用
牛
乳
及
び
乳
製
品
の
生
産
数
量
、

販
売
数
量
及
び
在
庫
数
量

乳
製
品
の
販
売
価
格
並
び
に
そ
の
製
造
及
び
販
売
に
要
し
た
費
用

特
定
乳
製
品
の
販
売
業
者

乳
製
品
の
買
入
数
量
、
販
売
数
量
及
び
在
庫
数
量

乳
製
品
の
買
入
価
格
及
び
販
売
価
格
並
び
に
そ
の
販
売
に
要
し
た
費
用

特
定
乳
製
品
の
輸
入
業
者

乳
製
品
の
輸
入
数
量
及
び
買
入
価
格
並
び
に
そ
の
輸
入
に
要
し
た
費
用
（
機
構

の
委
託
を
受
け
た
輸
入
業
者
が
当
該
委
託
に
よ
り
輸
入
し
た
乳
製
品
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）

輸
入
し
た
乳
製
品
の
販
売
数
量
、
販
売
価
格
及
び
販
売
時
期

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
を
受
け
た

生
乳
生
産
者
団
体
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
大
臣
指
定
生
乳
生
産

者
団
体
」
と
い
う
。
）

生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
数
量
、
販
売
価
格
そ
の
他
生
乳
受
託
販
売
の
実

施
の
状
況

生
産
者
積
立
金
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
締
結
の
状
況

生
産
者
補
給
金
の
交
付
の
状
況

大
臣
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
の
行

う
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
委
託
を

し
た
者

大
臣
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
の
行
う
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
委
託
を
し
た
生
乳

の
数
量

生
産
者
積
立
金
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
締
結
の
状
況

生
産
者
補
給
金
の
交
付
又
は
受
領
の
状
況

大
臣
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
か
ら

そ
の
行
う
生
乳
受
託
販
売
に
係
る

委
託
を
受
け
た
生
乳
生
産
者
団
体

（
法
第
五
条
の
生
乳
生
産
者
団
体
を

い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
大
臣
指
定
生

乳
生
産
者
団
体
以
外
の
も
の

大
臣
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
か
ら
そ
の
行
う
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
委
託
を
受

け
た
生
乳
の
数
量
、
販
売
価
格
そ
の
他
当
該
委
託
に
係
る
業
務
の
実
施
の
状
況

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第
二

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
定
乳
製
品
の
生
産
者

生
乳
の
搬
出
入
数
量
そ
の
他
生
乳
の
搬
出
入
に
関
す
る
事
項

生
乳
の
買
入
価
格
そ
の
他
生
乳
の
取
引
に
関
す
る
事
項

生
乳
の
処
理
及
び
加
工
の
数
量
並
び
に
飲
用
牛
乳
及
び
乳
製
品
の
生
産
数

量
、
販
売
数
量
及
び
在
庫
数
量

乳
製
品
の
販
売
価
格
並
び
に
そ
の
製
造
及
び
販
売
に
要
し
た
費
用

特
定
乳
製
品
の
販
売
業
者

乳
製
品
の
買
入
数
量
、
販
売
数
量
及
び
在
庫
数
量

乳
製
品
の
買
入
価
格
及
び
販
売
価
格
並
び
に
そ
の
販
売
に
要
し
た
費
用

当
該
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た

指
定
生
乳
生
産
者
団
体
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
当
該
知
事
指
定
生
乳
生
産

者
団
体
」
と
い
う
。
）

生
乳
受
託
販
売
に
係
る
生
乳
の
数
量
、
販
売
価
格
そ
の
他
生
乳
受
託
販
売

の
実
施
の
状
況

生
産
者
積
立
金
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
締
結
の
状
況

生
産
者
積
立
金
の
交
付
の
状
況

当
該
知
事
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
の
行

う
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
委
託
を
し
た

者

当
該
知
事
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
の
行
う
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
委
託
を

し
た
生
乳
の
数
量

生
産
者
積
立
金
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
締
結
の
状
況

生
産
者
補
給
金
の
交
付
又
は
受
領
の
状
況

当
該
知
事
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
か
ら

そ
の
行
う
生
乳
受
託
販
売
に
係
る
委
託

を
受
け
た
生
乳
生
産
者
団
体
（
法
第
五

条
の
生
乳
生
産
者
団
体
を
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
当
該
知
事
指
定
生
乳
生
産
者
団

体
以
外
の
も
の

当
該
知
事
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
か
ら
そ
の
行
う
生
乳
受
託
販
売
に
係
る

委
託
を
受
け
た
生
乳
の
数
量
、
販
売
価
格
そ
の
他
当
該
委
託
に
係
る
業
務

の
実
施
の
状
況

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に
、
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
事
務
所
そ
の

他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
そ
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に
、
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
事
務
所
そ
の

他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
そ
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
乳
製
品
の
生
産
者
及
び
特
定
乳
製
品
の
販
売
業
者
か
ら
報
告

を
求
め
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
立
入
検
査
を
し
た
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
務
の
区
分
）

第
十
六
条
　
第
三
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
後
段

及
び
第
四
項
後
段
、
第
六
条
後
段
並
び
に
前
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
四
月
一
一
日
政
令
第
一
一
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
七
月
一
八
日
政
令
第
二
五
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
政
令
第
二
三
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〔
昭
和
四
二
年
八
月
法
律
第
一
一
七

号
〕
附
則
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
十
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
一
日
政
令
第
六
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
一
日
政
令
第
二
〇
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
月
二
三
日
政
令
第
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
九
日
政
令
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
二
月
二
四
日
政
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百

十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
二
五
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
月
二
一
日
政
令
第
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
政
令
第
三
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
四
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
都
道
府
県
知
事
が
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
加
工
原
料
乳
生
産
者

補
給
金
等
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
、
又
は
立
入
検
査
を
し
た
場
合
に
つ
い
て

は
、
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
十
四
条
第
五

項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
五
五
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
三
〇
日
政
令
第
三
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、

平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
一
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日
政
令
第
七
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
月
二
五
日
政
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
七
条
第
二
号
及
び
第

三
号
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
輸
入
の
申
告
を
す
る
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
指
定
乳
製
品
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
当
該
申
告
を
し
た
当
該
指
定
乳
製
品
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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